
平成 26 年 8 月 15 日 

事業主の皆様へ 

 

 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

障害者助成部 

 

 

企画競争型認定の受理開始等について 

 

 

 障害者作業施設設置等助成金（第 1 種作業施設設置等助成金、第 2 種作業施設設置等助

成金）、障害者福祉施設設置等助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金、重度

障害者等通勤対策助成金のうち住宅の新築等助成金、通勤用バスの購入助成金及び通勤用

自動車の購入助成金に係る認定申請の受理が平成 26 年 9 月 1 日から始まります。 

 当該助成金につきましては、受理期間を限って申請を受け付けますので、認定申請をさ

れる事業主様におかれましては、平成 26 年 9 月 1 日から平成 26 年 9 月 12 日までの間に、

事業所の所在する都道府県の高齢・障害者雇用支援センターにて、原則として共通様式を

もって手続をされますよう、お願い申し上げます。 

 なお、必要事項の記載漏れや必要書類の不足等、申請に不備がある場合は受理できませ

んので、申請に当たってご確認をお願い申し上げます。 

 また、助成金の申請に当たっては、以下の留意事項及び「「企画競争型」認定等の実施に

ついて」をご確認いただきますよう、併せてお願い申し上げます。 

 

 

１ 申請に係る留意事項（企画競争型認定に係る助成金全般） 

①  受給資格認定申請にあたり、申請日が空欄のもの、申請事業主の法人代表者印の押

印がないもの、助成金申請額の記載がないものは、受給資格認定申請書としては無効

となりますのでご注意ください。 

②  各助成金に係る留意事項は次のとおりです。 

 ・ 障害者作業施設設置等助成金 

・ 障害者福祉施設設置等助成金 

  ・ 住宅の新築等助成金 

  ・ 通勤用バスの購入助成金 

  ・ 通勤用自動車の購入助成金 

  ・ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 

http://www.jeed.or.jp/location/ks/index.html
http://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/download/ryuiten2605_sagyousisetu.pdf
http://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/download/ryuiten2605_fukushishisetsu.pdf
http://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/download/ryuiten2605_juutakujoseikin.pdf
http://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/download/ryuiten2502_tsuukinnyoubasu.pdf
http://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/download/ryuiten2502_tsuukinnyoujidousha.pdf
http://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/download/ryuiten2502_juudoshougai.pdf


③  障害者雇用助成金は障害者の雇用の継続、維持のための助成金です。この助成金  

の対象障害者は、雇用期間の定めのない常時雇用する労働者としての雇用が対象にな

ります。有期雇用契約の場合は、雇用契約の更新を前提とし、実態として雇用期間の

定めのない雇用と同様である場合は対象障害者として認められます。 

④  社会保険未加入等対象障害者に不利な取扱いを行っている場合や、最低賃金の減額

の特例許可を申請している場合は、企画競争型認定において加点が無効となることが

あります。 

 

２ 提出書類 

  申請に当たっては、整理カードにて提出書類をご確認ください。 

整理カードは共通様式のダウンロードページからご覧になれます。 

 

○ 共通様式のダウンロードページ 

○ 「企画競争型」認定等の実施について 

http://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/sub04.html
http://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/download/sub17.pdf

